
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例 
（婚姻届） 

 

◎ 来庁される方の顔写真付きの本人確認書類（免許証、マイナンバーカード）が必要です。 
◎ 届出地：届出人の所在地（住所地）・妻の本籍地、夫の本籍地のいずれか。 

◎ 届書は、鉛筆や消えるボールペンで記入しないでください。 
◎ 戸籍の届出は、住所・本籍地を省略せずに記載してください。なお、多賀町内の住所・本籍地は、大字・番地が付きます。 

 ○記載例  滋賀県犬上郡多賀町大字多賀３２４番地１ 

×間違い例 犬上郡多賀町多賀３２４―１ 
◎ 日付は、原則和暦（令和○年○月○日）で記載してください。 
◎ 外国の方が関係する場合・養子縁組が関係する場合などの記載方法などは、窓口でご相談ください。 

◎ 押印は、任意です。 
 

多賀    太郎    彦根    花子 

滋賀県犬上郡多賀町大字多賀    

○○〇番地○○ 

日中、連絡の取れる携帯電話番号等を記入。 

滋賀県彦根市元町 

○○〇番地○○ 

たが         たろう ひこね        はなこ 

多賀 一郎 

彦根 良夫 

ひこね   よしお 

滋賀県犬上郡多賀町大字久徳 

（年号）   ○○      ○○   ○○ （年号）   ○○      ○○   ○○ 

滋賀県米原市下多良 

彦根 良夫 

多賀 太郎 

たが   たろう 

多賀 一郎 

多賀 春子 

彦根 良夫 

彦根 夏子 長 長 

✓ 

✓ 

（年号） 〇〇    〇〇 

✓ 

✓ 

✓ 

多賀 太郎       彦根 花子 

０９０ １２３４ ５６７８ 

滋賀県犬上郡多賀町大字敏満寺   

○○○ 

 

○○○ 

 

○○○ 

【住   所】 

◎婚姻届を提出する時点
での住民登録地を記入。 
 

◎婚姻届と同日に住所変
更（転居・転入）の手続
きをする場合、新しい住

所を記入。 
（右側の注意３も参照） 

【父母の氏名・続柄】 

◎お亡くなりになってい
ても記入。 

◎養父母がいる方は記入。 

◎選択した氏の方が戸籍

の筆頭者になります。 
◎右側の注意１，２をお読
みください。 

【同居を始めたとき】 
結婚式・同居がいずれも

まだの方は、「その他」欄に
次のように記載。 
「結婚式はは挙げず同

居もしていないため、（５）
欄は空欄です。」 

【閉庁時（休日・夜間）の届出】 
閉庁時は、宿日直者がお預かりし、後日、審査後に正式な受理となります。 
なお、宿日直者は、記載方法などの相談には対応できません。閉庁時に届け出され

る場合は、届書に書き漏れなどがないよう、開庁時に窓口で事前相談されることをお
勧めします。 

注意 

１、婚姻後の夫婦の氏   称する氏のどちらか一方に必ず□チェックを入れてください。 
２、新しい本籍(新本籍)  □を入れた人が今まで筆頭者でない場合は、夫婦の新しい     

戸籍が作られます。また、同時に新しい本籍を決めなければな   

りません。必ず、希望する新しい本籍を記入してください。 

✓ 
✓ 

注意 
３、住所変更の手続き …婚姻届とは別の手続きです。（開庁時かつ住所地のみ可能） 
  必要なもの（転入時の例） 

  ① 住民異動届（用紙は窓口にあります） 
   ② 前住所地発行の転出証明書（マイナンバーカードによる特例転入の場合は不要） 
   ③ マイナンバーカード（お持ちの方のみ） 

   ④ 国民健康保険証（多賀町の国民健康保険加入者のみ） 
      
※ 住所変更をされない場合は不要です。 

（年号）  ○○       ○○    ○○ （年号）  ○○       ○○    ○○ 

滋賀県米原市中多良 

○○○ ○○○ 

滋賀県長浜市川崎町 

滋賀県彦根市中央町 

○○〇番地○○ 

滋賀県犬上郡多賀町大字四手    

○○〇番地○○ 

米原 秋男       長浜 冬子 

【証  人】 
証人は 2 人必要です。 

成人の方であれば、父母、
兄妹、親戚、友人、誰でも
承認になれます。証人本人

が署名をし、その他全てを
記載してください。 

多賀町 

６ ９ １ 

【同居を始める前の夫婦

のそれぞれの世帯のおも
な仕事】 
夫・妻それぞれの同居前

の世帯の中で最も収入の
多い人の仕事です。 
 

【夫妻の職業】 
国政調査の年（令和７・

１２・１７年度）のみ記入

してください。 


